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【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年4月7日(2014.4.7)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　ねじれは連続的でも不連続的であることができる。ねじれは、中立軸１０の全体に亘っ
て延在することができ、または、中立軸の一部分だけに延在することができる。図示され
た実施例では、前縁部４から点Ｂを含む断面まで延在するブレード２の左部分は、前縁部
４の２つの先端部を接続するセグメントに対するねじれを示さない。このましくは、この
セグメントは、

軸とほぼ一致する。第１の部分から後縁部５まで延在するブレード２の第２の部分はねじ
れている。有利な点として、ブレード２の第１の部分は、ブレードの長さのおよそ３分の
１に亘って延在する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
　ブレードの凹形状は、ブレードの長さの０％と２０％との間、好ましくは、１０％と１
５％との間に含まれることができる空洞部を決定する。
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